
在宅医療連携拠点事業成果報告 

          拠点事業者名： 高浜市いきいき広場（愛知県高浜市）                   

 

１ 地域の在宅医療・介護が抱える課題と拠点の取り

組み方針について 

 

  高浜市は、これまで福祉の拠点である「高浜市い

きいき広場」において高齢者、障がい者等への支援

を行ってきたが、その中心は市直営の地域包括支

援センターであり、その中に設置した障がい者相談

支援事業所である。また、平成２３年度からは広場

内に保健センターを開設し、母子保健及び成人保

健の拠点として市民の健康づくりを担っている。 

市は従来から「在宅重視」を掲げ高齢者施策を展

開し、介護保険では上乗せサービスにより国基準以

上に手厚く提供してきた。 

今後は医療との連携も図りつつ、在宅生活を支え

ていくことが課題であると考えており「高浜市いきい

き広場」に医療の視点を加え、介護、福祉、医療の

連携拠点となることが高浜市が目指す地域包括ケア

システムの構築になると考え、地域包括支援センタ

ーに併設して在宅医療支援センター（在宅医療連

携拠点）を設置することとした。 

 

高浜市の医療資源は平成２１年４月に高浜市立

病院が民営化され、新たに刈谷豊田総合病院高浜

分院として、３次救急病院である刈谷豊田総合病院

の関連病院として療養病床１０４床（３病棟）と一般外 

 

来４科（内科、外科、整形外科、眼科）及び健診セン

ターにより運営されている。 

また、市内診療所は１８診療所でその内、内科の

標ぼうは９診療所（内科標ぼう診療所の内２診療所

が在宅療養支援診療所）により地域医療を担ってい

ただいている。 

最近では、医療依存度が高い状態で退院し自宅

で生活する市民が増加してきており、退院から在宅

へ、制度申請と同時に在宅生活など切れ目のない

速やかな医療サービスの連携整備が求められてき

た。 

  高浜市の目指す市の姿は「思いやり支え合い手と

手をつなぐ大家族たかはま」の実現であり、住み慣

れた地域で自分らしく生きる自己実現である。 

  地域交流、見守り、支援、介護、医療、看取りの流

れの中で介護や医療をパーツ毎のサービスとする

のではなく、包括的に提供することを目指すもので

ある。 

 

２ 拠点事業の立ち上げについて 

   

高齢者・障がい者のワンストップサービスの実現

を目指した「高浜市いきいき広場」は平成８年に福

祉の総合窓口としてスタートしている。 

高齢者・障がい者の在宅生活を支えるためには

別添様式１ 



医療サービスとの連携が必要であり、在宅医療そし

て医療連携を進めていくためには、地域の医師会

の協力が必要不可欠である。拠点事業の立ち上げ

あたっては、刈谷医師会の理事会、刈谷医師会高

浜支部の例会に直接伺い、事業概要の説明を行い

了承をいただき進めることが出来た。 

また、本モデル事業の申請前に市として手を上げ

ていくことを医師会に了解いただいていたことからス

ムーズに立ち上げることが出来た。 

一方で、事業の実施主体は高浜市であり直接的

な医療の提供者でないことから、介護事業者と医療

事業者の繋ぎ役、調整役という立場からアプローチ

を開始した。また、事業の所管窓口を母子保健事業、

予防接種事業や各種の健診事業など保健衛生行

政を担い医師会との関係が深い保健福祉グループ

（保健センター）を窓口とした。 

市としては、医療機関とは各種保健事業をとおし

てのつながりがあり、介護事業者については介護保

険の保険者としてのつながりがあること、また地域包

括支援センターを市直営で実施していることから、

行政から医療機関、介護事業者への働きかけが図

りやすい環境であった。 

既に整備されている市直営の「地域包括支援セ

ンター」の機能強化をすべく同一フロアーに「在宅

医療連携支援センター」を設置した。 

 

３ 拠点事業での取り組みについて 

(1) 地域の医療・福祉資源の把握及び活用 

 

 高浜市は面積１３平方キロメートル、人口４万５千

人と、面積人口共にコンパクトであり、市民にとって

も、医療、介護の関係者にとっても、市内にどんな医

療機関や福祉介護施設があるのかは周知の事実で

ある。また、関係施設の情報を集約したものは「高浜

市高齢者福祉サービスガイド」として存在していた。 

今回は施設のマッピングに合わせてリストを作成

しより充実したものとしている。 

 介護保険サービスについては、WAMネットを始め

とした検索システムがケアマネジャーや市民にも利

用されているが、医療サービスについては、公開さ

れている情報や検索システムの有効活用はまださ

れていない状況にある。整備された検索システムも

「利用されない→データの更新がされない→見ても

使える情報ではない→利用されない」の悪循環とな

ってしまう。 

そのため今回の関係機関リストは、高浜市に限定

したものではあるが、診療所の細かな診療科目や往

診や訪問診察、訪問看護の指示書作成などについ

ても直接診療所の医師に回答を求めることができ最

新の情報をリスト化することができた。 

同時にケアマネジャーが各診療所医師と直接相

談、情報交換を希望する場合のアポイントの取り方、

手段、対応可能な曜日や時間などの情報も提供し

ていただき、ケアマネジャーへマップやリストと合わ

せて提供することができた。 

  介護保険サービス、在宅高齢者福祉サービス、地

域福祉サービス、住民提供型サービスなどは、サー

ビス担当者会議において情報共有ができる仕組み

が既に構築されていた。 

  しかし、医療サービスを切り口にした関係者間の情

報共有は不十分であり、地域で提供可能な医療サ

ービス及び資源の把握や医療機関側への連絡調

整の方法のあり方などいくつかの課題を持ってい

た。 

  このことは、「医療連携推進会議」に参加した地域

の医師からも課題として発言され、これを受け「医師

とケアマネジャー間の連絡用紙」の様式の修正も行

った。 

  合わせて地域の各種サービスの詳細把握を目的

とした「在宅医療関係者（医師、介護保険サービス

事業者等）へのアンケート調査」を実施した。 



  アンケートは３種類、医療機関用には１８医療

機関、介護関係事業所用には２２か所、訪問看護

ステーションは市内事業者がないため市内の利用

者が多い３事業所から協力をいただくことができ

た。 

この調査により、提供している訪問診察等の実

績状況、提供可能なサービスを改めて把握するこ

とができたこと、把握した情報は関係者へ提供でき

たこと、在宅医療に関する意識調査項目も質問項

目として追加しており、関係者の意識や課題、対

策や提案なども回答してもらうことができた。 

 アンケート結果は、連携会議においても報告し

抽出された課題として次に開催したグループワー

クのテーマとして参加者の意見交換により課題の

理解を深めることができた。 

   

(2) 会議の開催（地域ケア会議等への医療関係者

の参加の仲介を含む。） 

 

在宅医療をテーマとした二つの会議を開催した。 

一つ目は、従来から定期的に実施している地域

ケア会議（サービス担当者会議）に、医師会２名、歯

科医師会１名、薬剤師会１名、地域の中核病院長 1

名にご参加いただき、それぞれの立場から在宅医

療と連携について合計５回のミニ講演会を会議に合

わせて開催した。 

地域ケア会議（サービス担当者会議）は、介護関

係者中心の会議であり、これまでは医師等の医療関

係者に出席いただく機会はほとんどなかった。今回

の医師を始めとした医療関係者に出席いただくこと

は、介護関係者との関係を深める上でも非常に有

効な機会であったと考える。 

また、介護保険制度のスタート時には、在宅介護

支援薬局（相談協力員）を委嘱するなどの工夫がさ

れていたが、次第にケアマネジャーを中心としたサ

ービスマネジメント体制の整備、強化により在宅介

護支援薬局（相談協力員）はクローズアップされなく

なった経過がある。 

地域薬剤師、薬局や歯科診療との連携の必要性

に関する意見はこれまでもあったが、実際には担当

ケアマネジャーに委ねられており、連携の実績件数

自体も多くはなかった。 

しかし、今回地域ケア会議（サービス担当者会議）

に参加いただいた講師から、具体的な連携提案や

連携事例の紹介を受けることができた。参加者から

は「薬剤師さんとの連携を早速していきたい。」、「歯

科診療の希望者がいたが対応に困っていた。対応

の方向が見えた。」などの感想や意見が聞かれたこ

とは大きな成果であった。 

二つ目の会議は、地域ケア会議（サービス担当者

会議）とは別に、医療連携推進会議として４回開催

した。 

市内の診療所医師、診療所の看護師、介護関係

者、行政、地域包括支援センターのそれぞれの立

場の関係者が出席し、在宅医療に関する情報交換、

意見交換、苦労している点や提案についての意見

交換が行われた。 

ＤＶＤ「在宅医療の風」視聴や、診療所看護師を

交えたグループワークなどにより在宅医療の現状、

抱える課題の共有、目指す方向の確認ができた会

議となった。 

グループワークは、事前に実施した在宅医療関

係者（医師・介護保険サービス事業者等）へのアン

ケート調査結果を反映し、関係者の多くが在宅医療

の課題として回答した内容をグループワークのテー

マとした。 

テーマは①「在宅医療を利用しやすくするための訪

問系サービスの充実、増加」②「在宅医療関係者の

負担軽減にも活用できる迅速な入院体制」③「多職

種連携の為の相談窓口の整備、強化」④「災害時に



利用可能な緊急連絡の在り方、活用」の４点ににつ

いて重点的に実施した。 

グループ毎に現状についての共通理解、現在利

用できているサービス内容、種別（介護、医療、福祉、

障がいなど）、実現可能な具体策、方法、工夫を話

し合い、ＫＪ法によるまとめを行った後、発表を行っ

た。 

グループ内では名刺交換から始まり、ディスカッ

ション、発表、また会議後には和やかな談笑が行わ

れるところもあった。特に診療所の看護師同士は初

対面の人が多く、お互いの情報交換なども行われて

いた。 

５回の地域ケア会議（サービス担当者会議）と４回

の医療連携推進会議では、課題を解決するまでに

は至っていないものの課題の共有、相互の意識の

理解、お互いへの役割期待の共有ができ、引き続き

同様な会議を実施することを検討する必要がある。 

 また、こうした内容については、行政と関係医療機

関の相互連携を図り市民の健康の保持増進に資す

るために設置する高浜市保健医療推進協議会にお

いて報告し、意見を聞く機会とした。 

 

 

(3) 研修の実施 

 

 この２種類９回の会議自体も研修の機会となった

が、市民を含めた啓発研修会も開催した。 

 盛りだくさんな内容の研修会であったが、テーマの

共通項は「在宅医療の推進」である。 

  一人目の講師からは地域医療連携ネットワーク

事業の紹介をいただいた。 

高浜市は、この在宅医療連携拠点事業の実施に

合わせ定住自立圏構想による地域医療連携ネットワ

ーク事業がスタートしている。ＩＴツールを活用し市内

診療所と刈谷豊田総合病院をネットワークでつなぐ

というものである。 

このネットワークによりかかりつけ医（診療所）から

の検査予約や診察予約、検査等の結果の画像照会

等が可能となった。 

市民にとっては普段から受診しているかかりつけ

医と中核医療機関のネットワークにより速やかに検

査、診察、診断、治療が受けられる利便性の高いも

のである。この利便性を市民に広く周知し、利用して

もらうための啓発の機会となった。 

二人目の講師は「医療等分野の情報化」につい

て、現在厚生労働省で検討されている情報通信の

方向性について講演いただいた。 

三人目の講師は本事業の在宅医療連携事業に

ついて講演いただいた。 

この講演会は、市民には「地域でどのように生きる

か？」、医療関係者には「地域でいかに支えるか？」



を考えるよい機会となった。 

盛りだくさんの内容、講師陣であったが「もっと一

人ひとりの講師の話が聞きたかった」との感想もいた

だいた。 

 

(4) 24時間 365日の在宅医療・介護提供体制の構

築 

 住み慣れた自宅や地域での生活を継続するため

には、介護、医療、福祉などのサービスと地域による

支えが必要となる。高齢者を始めとした支援を必要

とする市民の生活は２４時間であり、毎日連続した支

えが必要となる。 

特に在宅医療が必要となる市民には医師による医

療的な判断をもとに、「訪問看護」を始めとした医療

系サービスと「訪問介護」を始めとした介護系サービ

スなどサービスの複合的なマネージメントが必要に

なってくる。 

 高浜市は平成２４年度にモデル事業として「定期

巡回・随時対応型訪問介護・看護」に取り組んでい

る。また平成２５年度より、市内で唯一の病院である

刈谷豊田総合病院高浜分院が「訪問看護ステーシ

ョン」を開設することとしている。 

 (5) 地域包括支援センター・ケアマネジャーを

対象にした支援の実施 

 

  高浜市の地域包括支援センターは、市直営で実

施をしており、介護保険制度に先駆けて整備され

た福祉の総合窓口がその前身である。 

  また地域包括支援センターは、介護予防部門を

同一フロア内の健康部門である保健福祉グルー

プに業務分担されており、フロア全体で「包括支援」

を目指している。 

   「地域包括支援センター」の主任ケアマネージ

ャーを始めとしたスタッフが市内のケアマネ支援を

実施する構図になっており、「相談員」、「高齢者

権利専門員」、「障がい者相談員」など多くの専門

職が配属されている。 

在宅医療連携拠点の職員は、地域包括センタ

ーにおいて毎日実施しているミーティングに参加

し、ケース等の情報共有を図ることをから開始し、

地域医療ネットワーク事業など新たな医療の仕組

みの活用など医療面からのアドバイスに心がけ

た。 

   行政が実施する一つの方向性として、地域包

括支援センターと別組織とするのではなく、地域包

括支援センターに「在宅医療連携拠点」を包含す

るという考えもある。 

地域包括支援センターの主任ケアマネが実施

する「ケアマネ支援」の強化の方向と「在宅医療連

携拠点」業務の方向を一致させることが望ましい

在り方と考える。 

  また、当市以外の地域包括支援センターが複

数存在する場合であっても、中核となる地域包括

支援センターに「在宅医療連携拠点の機能」を付

加し、推進することにより地域包括支援センター

の推進力を強化することができると考える。 

 

  (6) 効率的な情報共有のための取組（地域連携

パスの作成の取組、地域の在宅医療・介護関係

者の連絡様式・方法の統一など） 

 

  市内の通所系サービス事業所間では、共通様式



の連絡帳様式を使用している。連絡帳は、サービス

利用中の健康状態や利用の様子、事業所から家族

への連絡事項などが記入されるようになっている。 

  また、この連絡帳の存在は関係者がすべて知っ

ており、身体状況の変化やケアの内容などをその都

度確認することが可能となっている。 

  訪問介護と訪問看護では個々の様式の記録を

利用者宅に残しており、事業所を超えて様式を統一

する希望や提案は特に出ておらず、それぞれの事

業所の様式が使用されている。どの記録も本人、家

族、関係者が必要時に内容を確認できるようになっ

ている。 

  現状においては記録様式の統一の方針は出て

いないが、必要時に本人家族が受診の際に持参し

診察の参考にしてもらうことや、医師による訪問診察、

地域の薬局で薬を受け取る際の相談に活用可能で

あることの周知も必要である。 

  「定期巡回・随時対応型訪問介護・看護」のサー

ビス利用者が増加することに伴い、今後は情報共有

のための新たな記録様式が必要になることも予想さ

れる。 

 

(7) 地域住民への普及・啓発 

 （３）「研修の実施」に記述したように地域住民への

講演会の開催のほか、直接市民が受診に際して活

用が可能な「地域医療連携ネットワーク事業」の紹

介を広報での周知や啓発パンフレットの配布のほか、

地域包括支援センター職員や介護、保健分野の職

員が随時紹介をした。 

高浜市では第６次総合計画の推進中であり、高

浜市の目指す将来像「思いやり 支え合い 手と手

をつなぐ 大家族 たかはま」への施策を展開してい

る。この総合計画は、「未来を創る市民会議」におい

て、協議や進捗確認が各分野で継続的に行われて

おり、その活動は全体会だけでも年間６回が開催さ

れている。 

この「未来を創る市民会議」の健康分科会の活動

発表として「在宅医療連携ネットワーク事業」の紹介

をメンバーによって「寸劇仕立て」で紹介を行った。 

健康な時には「一般市民には直接関係ない。」と思

われがちなテーマである「在宅医療」を「市民にとっ

て身近なテーマ」として考えてもらうための工夫をし

ながら、今後引き続きの紹介や啓発を行っていきた

い。 

 

(8) 災害発生時の対応策 

 

  高浜市では、平成２３年度より救急情報キットの

配布を開始している。これは、ひとり暮らし高齢者、

高齢者のみ世帯が増加していることもあり、個人の

「かかりつけ医」、「薬剤情報」、「既往歴」などの情報

が駆けつけた救急隊員や医療機関に適切に提供

することが出来るようにするものである。 

この救急情報キットは、災害発生時において情報

提供や情報共有のための重要なツールとなることか

ら、統一したルールに基づく様式を多職種協働の場

において検討を行った。 

 医療連携推進会議において、市内医療機関の

医師に確認いただき、 「緊急情報キット」の内容の

修正についての助言をいただいた。同時に会議出

席者にも改めて「緊急情報キット」の目的や意義を



周知する機会となった。 

また、災害発生時の対応として、災害時初期の

支援要請、緊急連絡のためのハード整備として、緊

急時に威力を発揮する衛星電話の設置を行った。 

今後は、設置に加え要援護者等の把握、登録、支

援体制の整備も合わせて活用を検討していく必要

がある。 

市としては防災所管課が危機管理の総合調整

や防災対策を担当していることから「在宅医療」の

視点だけでなく総合的に検討していく必要がある。 

災害時の救護所の設置や災害弱者の安否確認、

在宅酸素利用者や透析患者など発災後緊急に必

要な医療を確保、慢性疾患等の薬剤の確保などは

医師会、医療機関、薬剤師会、歯科医師会などの

医療関係者との連絡調整に衛星電話の活用も含

め検討する場が必要であると考える。 

 

４ 特に独創的だと思う取り組み 

 

健康な時には一般市民には難しい、直接関係ない

と思われがちなテーマである在宅医療を市民にと

って身近なテーマとして考えてもらう講演会の実施

や市の総合計画と関連付けて本事業を実施したこ

とは「行政」ならではの取り組みであったと考える。 

高浜市では総合計画の進捗管理を行う「高浜市

の未来を創る市民会議」を設置しているが、こうした

機会を利用し、地域医療ネットワーク事業やかかり

つけ医を持つことの必要性なども紹介した。 

また、「在宅医療連携」には多種多様な立場から

の取り組みが必要であり、「生涯にわたり医療を必

要としない市民」は存在しないことから、すべてのラ

イフステージを対象とした「在宅医療連携」は市民

全体そして多様な機関に対する意識啓発も必要で

あることから、行政から積極的に情報発信を行っ

た。 

   

５ 地域の在宅医療・介護連携に最も効果があっ

た取り組み 

 

在宅医療を進めていくために「顔の見える関係づ

くり」から始めた地域ケア会議（サービス担当者会議）

や医療連携推進会議の実施をとおして、日頃関わり

の少ない医師から在宅医療で努力している点や在

宅で支える必要性などを直接聞くことができたことは、

会議出席者にとって意義のあることであった。 

今回の事業に合わせて実施することとなった 地

域医療ネットワークの構築や２４時間定期巡回・随時

対応型訪問介護・介護による支援は、情報通信を活

用した取り組みとして、在宅生活を支えるために有効

なツールとなった。 

また、医療連携推進会議において課題として共有

された在宅生活を支えるための訪問看護ステーショ

ンについては刈谷豊田総合病院が平成２５年度に開

設することとなり、今回の事業をとおして、在宅医療

を推進していくためのハード面、ソフト面の両面から

新たな仕組みを構築できたことは成果であった。 

 

６ 苦労した点、うまくいかなかった点 

 

「在宅医療連携のための拠点」事業と「災害時対応」 

の二つのテーマを同時に推進することは難易度が高 

かった。この二つのテーマは、前者の「平常時の在

宅医療の連携」の基本が概ね整ってから、次のハー

ドルとして「災害時対応」を順に検討する必要がある

と考える。 

 もちろん災害時の対応は、早急に検討していく必

要があるが、「在宅医療連携」の事業は「行政（在宅

医療担当）」単独、「医療機関」単独で「拠点活動」を

することではなく「地域の災害対策」を総合的に検討

していく必要があると考える。東日本大震災以降新

たな被害想定が行われ、対策も現在進行形で検討

がされている。このことからも「在宅医療連携」の活動

と、「災害時対応」は多少の時差を持って順に推進し

ていくことが望ましい。 

 

７ これから在宅医療・介護連携に取り組む拠点に対

するアドバイス 

 

行政は介護事業者や医療関係者などの関係も深く、

事業への参加要請、会場の確保や会議の日程調整



などもスムーズに進めることが出来た。事業につい

ては、医療の実施主体ではなかったが、将来の地

域医療、在宅医療の在り方について行政が果たす

役割を再認識した。 

  特に地域住民への在宅医療・介護の普及啓発に

ついては市が果たす役割が大きい。 

  高浜市では、地域包括支援センターを市直営で

実施していたことから連携もとりやすかったが、医

療・介護の両面から在宅生活を支えていくためには、 

地域包括支援センターと在宅医療連携拠点の連携

体制をいかに図っていくかが鍵になると思う。 

 

８ 最後に 

 

在宅医療連携事業を実施することにより、改めて

高浜市の介護と医療の中で必要なサービスの種類

や期待する役割について、また在宅医療に関する

関係者間の意識を確認することができた。 

この共通したニーズや意識を関係者で確認し合

えたことは、今春設置・開始が予定されている訪問

看護ステーションや定期巡回・随時対応型訪問介

護・看護の推進の大きな力になることと考える。 


